
 
 

サウンディング調査の前提条件について 
 
１ 基本的な考え方（案） 

これまでの庁内及び附属機関での検討では、上位・関連計画における位置付けやまち
づくりの課題を踏まえ、本庁舎敷地跡地に求められる役割を整理しました。 

サウンディング調査の実施に当たり、それらの役割を具体化するために、次のとお
り、３つの視点を設定し、本庁舎敷地跡地等活用の基本的（案）な考え方を示しまし
た。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙３ 

新たな価値 
の創造 

跡地の有効活用 

民間活力の活用 
（財政負担の抑制） 

市民サービスの更なる向上を図るため、文化芸術、スポーツ、
にぎわい、防災といった本市の政策等を踏まえ、「歩行者の目的
地としての役割」を備えた、文化会館の機能を引き継ぐ多機能な
公共機能を確保します。 

本庁舎敷地に求められる役割及び将来的な公共用地とし
ての需要を見据え、本市が土地を所有しつつ、周辺施設と
の一体的な活用により跡地の有効活用を図ります。 

民間機能との複合整備やエリアマネジメント活動によ
る地域の価値向上を推進することにより、官民連携の相
乗（シナジー）効果を発揮させます。また、本市の財政
負担を可能な限り抑制します。 

【イメージ】 
 現在の文化会館のホール機能のほか、スポーツ観戦や

展示などの機能を備えた多機能な多目的ホールの整備 

【イメージ】 
 定期借地権の設定（土地の全部又は一部） 
 周辺施設との一体的な活用による憩いの場の形成 

【イメージ】 
 民間事業者のノウハウを生かした魅力的な事業実施に

よる更なるにぎわいの創出 
 にぎわいを創出するマルシェの実施など、エリアマネ

ジメント活動による地域の価値向上 



 
 

２ 想定される事業スケジュール 
本庁舎敷地跡地に文化会館の機能を引き継ぐ多機能な公共機能を確保するに当たり、

想定される３つの事業スケジュールを示し、民間事業者による活用期間や公共機能の移
転時期を踏まえた事業スケジュールについて意向を確認した上で、導入する民間機能等
について意見を求めました。 

 
パターン１ 概ね 10 年後に文化会館機能を移転するパターン 

（市による暫定的な活用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 文化会館の後継施設等の整備を行うまでの活用 
新庁舎供用開始予定の令和９年度から文化会館の後継施設等の整備を行うまでの期

間、市による暫定的な活用を行います。（活用ステップ１） 
 

(2) 文化会館の後継施設及び民間機能の整備のタイミング 
ＰＦＩ事業終了のタイミングに合わせ文化会館の後継施設及び民間機能を整備し、供

用開始後、現在の文化会館の機能を移転します。 
 

(3) 文化会館の機能移転後の活用 
文化会館の機能移転後、民間機能との一体的な活用を行います。（活用ステップ２） 

  



 
 

パターン２ 概ね 10 年後に文化会館機能を移転するパターン 

（民間事業者による先行的な活用） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 文化会館の後継施設等の整備を行うまでの活用 
新庁舎供用開始予定の令和９年度から文化会館の後継施設等の整備を行うまでの期

間、民間事業者による先行的な活用を行います。（活用ステップ１） 
 

(2) 文化会館の後継施設及び民間機能の整備のタイミング 
ＰＦＩ事業終了のタイミングに合わせ文化会館の後継施設及び民間機能を整備し、供

用開始後、現在の文化会館の機能を移転します。 
民間機能については、文化会館の後継施設の整備を待たずに、活用ステップ１のタイ

ミングで整備することも考えられます。 
 

(3) 文化会館の機能移転後の活用 
文化会館の機能移転後、民間機能との一体的な活用を行います。（活用ステップ２） 

  

概ね10年後（R17～R20頃)に
文化会館機能を移転するパターン②

本庁舎
敷地跡地

文化会館

Ｒ５
（2023）

現在

Ｒ９
（2027）

新庁舎供用開始予定

Ｒ17
（2035）

文化会館PFI終了

Ｒ20
（2038）

活用ステップ１ 活用ステップ２

先行的な活用
（民間事業者）

PFI事業による改修・維持管理

機能移転

文化会館の
後継施設等の整備

文化会館の後継施設に機能
移転するとともに、民間機
能との一体的な活用を行う
（市・民間事業者）民間事業者による活用

５年程度

機能移転期間

整備

事業の範囲



 
 

パターン３ 概ね 30 年後に文化会館機能を移転するパターン 

（民間事業者による活用） 
 

 

 

(1) 文化会館の後継施設等の整備を行うまでの活用 
新庁舎供用開始予定の令和９年度から文化会館の後継施設等の整備を行うまでの期

間、民間事業者による活用を行います。 
文化会館の機能移転までに 30 年以上の期間が空くことから、将来の活用からは事業

を切り分け、民間事業者主導による約 25 年間の活用を行うものとします。 
 

(2) 活用の条件設定 
民間事業者による活用に当たっては、本庁舎敷地跡地に求められる役割を踏まえ、「中

心市街地の回遊性の向上」や「憩いの場の形成」といった一定の条件を設定することが
想定されます。 

  

概ね30年後（R37～R40頃）に
文化会館機能を移転するパターン

本庁舎
敷地跡地

文化会館

Ｒ５
（2023）

現在

Ｒ９
（2027）

新庁舎供用開始

Ｒ17
（2035）

文化会館PFI終了

Ｒ40
（2058）

民間事業者による活用 将来の活用

PFI事業による改修・維持管理 維持管理

機能移転
民間事業者による活用 25年程度

整備

機能移転
期間

事業の範囲



 
 

３ サウンディング調査の前提条件 
「基本的な考え方（案）」や「想定される事業スケジュール」を踏まえ、次のとおり前

提条件を示した上でサウンディング調査を実施しました。 

 

前提条件  
 本庁舎敷地跡地に確保する公共機能は、現在の文化会館の機能（ホール機能）を

引き継ぐ多機能な公共機能（以下「多機能施設」という。）とします。 
 

 事業スケジュールは、「８ 想定される事業スケジュール」のとおり３パターン
をお示ししていますが、パターン１又はパターン２を中心に検討しています。 

 
 土地の活用形態については、敷地の一部又は全部に定期借地権を設定することを

想定しており、売却については想定していません。 
 

 本庁舎敷地跡地に確保する民間機能は、「中心市街地の回遊性の向上」や「憩い
の場の形成」といった本庁舎敷地跡地に求められる役割を踏まえたものとしま
す。本市が本厚木駅周辺の都市機能誘導に維持・誘導することとしている施設に
ついては、次のとおりです。 

なお、事業性確保や市財政負担の抑制の観点から、住居系機能等を含め御提案
いただくことも可能とします。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

出展：厚木市コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画 46 ページ抜粋 

 

 


